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議 長 

 

事務局長 

 

おはようございます。 

  委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいところ、総会にご出席いただ

き誠にありがとうございます。 

本日、欠席の届け出は出ておりません。皆様ご出席しております。 

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回大仙市農業委員会総会を開

催いたします。                         (午前９時 開会) 

 

  はじめに、会長からご挨拶を頂戴いたします。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。 

会議に先立ち出席委員数をご報告させていただきます。 

   ただいまの出席者は２４名となっております。 

  会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総会は成立していることをご

報告申し上げます。 

 

  続きまして、前回９月７日の総会から本日までの主な業務報告を申し上げます。お

手元に配付しております第４回総会までの業務報告書をご覧願います。 

  ９月７日に第３回農業委員会総会を委員２１名、推進委員１名の出席をいただき、

ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

  ９月８日には、令和５年度地区別市町村農業委員会、会長・会長職務代理者・事務

局長会議が横手市松與会館で開催され、会長と私が出席しております。１１月４日開

催の農業委員会大会の開催運営案と議案について協議しております。終了後に引き続

き、令和５年度第２回県南地区農業委員会会長会総会が開催され、来年度の予算等に

ついて協議しております。 

９月１１日には、広報専門委員会を委員９名の出席をいただき、神岡庁舎において

開催しております。１０月１日発行の農業委員会だより第２５号の掲載内容について

最終校正ということでご協議いただいております。 

  その他の業務につきましては、配付資料のとおりとなっておりますので、ご確認い

ただきたいと存じます。 

  以上で、主な業務報告といたします。 

 

 

  それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 

  本日の会議を開会します。 

  はじめに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、７番、齋藤正宏委員、８番、伊藤悟委員の両名を議事録署名委員に指

名いたします。 

 

議案第１号の農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について 

  農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 
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令和５年１０月６日 提出        

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  

 

事務局の説明を求めます。 

 

１ページ２番から２ページ４番をご覧ください。関連がありますので、併せてご説

明いたします。 

農地の所在は、強首○○○○○○○○○○、地目は畑、面積が○○○平方メートル、 

外、畑３筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○さんです。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５２歳外２名です。 

売買価格は、１０アール当たり○○○円、３案件の総額は○○○○○○○○円です。 

申請理由といたしまして、当該農地は強首村として所有しておりましたが、市の合

併とともに所有者が大仙市となった後、令和３年に○○○○○○の名義となった農地

になります。今後、○○○として所有・耕作する予定のないことから、今回、申請農

地付近に自宅のある方々に相談したところ、買い受けてもよいとのことから売買の申

請があったものです。 

 

続きまして、３ページ６番についてご説明いたします。 

農地の所在は、北野目○○○○○○○○○、地目は畑、面積が○○○○○平方メー

トル、外、田３筆、畑１筆、合計面積○○○○○○平方メートルです。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○です。 

譲受人は、○○○○○○○○○○、○○○○さん、５６歳です。 

売買価格は、○○○円。１０アール当たりに割り返しますと、約○○○○○○○円

となっております。 

申請理由といたしまして、当該農地は令和元年１１月に秋田県農業公社を通して、

株式会社農業舎と１０年分割の売買契約を結び、使用貸借により耕作していた農地に

なります。しかし昨年、株式会社農業舎が経営不振となり、今後の売買代金が支払え

ないことから契約が解除され所有権が農業公社となりました。今回、農業公社が調整

の上、新たに○○さんが残りの債務の全額を引き受けることにより買い受けるもので

す。 

なお、買受人の○○さんにつきましては、当初、農業公社に売渡をした方の知人で

あり、また、これまでの株式会社農業舎の耕作状況を把握している方であると農業公

社から伺っています。売買価格の○○○円につきましては、当初の売渡金額合計の 

○○○○円から○○○○○○○がこれまでに支払った保証金を含む○○○円を差し

引いた金額となっており一括払いで買い受ける予定となっています。 

 

４ページと５ページ、８番をご説明します。 

  農地の所在は、豊岡○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、 

田９筆、計１０筆、合計面積○○○○○○○○平方メートルです。 

  贈与による所有権移転です。 

  譲渡人は、○○○○○○○○○○、○○○○さん、７０歳です。 

  譲受人は、○○○○○○○○○○、○○○○さん、３９歳です。 

  申請理由としまして、以前に、先代の所有者同士が、登記によらず所有権の移転を

していた農地を今回、相続登記が完了したことから実態に合わせるため農地法第３条

の申請があったものです。なお、当該農地は、譲受人の○○さんの近隣にあり既に平

成３１年から耕作しているものです。 

 

次に、５ページ、９番をご説明します。 

  農地の所在は、鑓見内○○○○○○○、地目が畑、面積○○○○○平方メートル、
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外、畑１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

  新規の使用貸借権の設定です。 

  貸付人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○○、○○○

さんです。 

  借受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６８歳です。 

  貸付人と借受人の関係は、親子になります。 
申請理由としまして、○○○さんは、○○○○○○○○○が所有する当該農地に作

付した野菜を直売所へ出荷したり、漬物に加工して販売しております。今回、食品衛

生法の改正により、来年６月からは漬物製造業は営業許可が必要となるため県の６次

産業化経営力強化事業を利用し、漬物加工施設の新築を計画しております。個人でこ

の補助事業の支援を受けるためには、漬物加工用野菜を作付している農地の経営面積

の確認が必要であることから使用貸借の契約手続きをするもので設定期間は１０年

です。 
 

議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました６件のほかに、有償所有権

移転４件、交換２件、無償所有権移転２件、使用貸借権設定の更新３件がございます。 

１０ページ、１１ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果許可要件を満たし

ているものと考えます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 

次に、議案第２号の農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について 

   農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

 

        令和５年１０月６日 提出 

          大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１２ページ１番を説明いたします。 
位置図、平面図につきましては、資料１、２ページになります。 

農地の所在は、太田町駒場○○○○○○○○、地目は田、面積○○平方メートル、 
 外、田２筆、計３筆、合計面積○○○○○○平方メートルです。 

申請人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
道路拡張のための転用です。 

転用理由につきまして、申請人は、自宅への進入路が狭隘であるため拡張を計画し

たものです。なお、この進入路ついては、大仙市の市道にあたることから事前に工事

内容を担当課と協議しているもので完成後につきましては、市の所有となることで調
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整が済んでいる案件です。 
許可基準における立地基準につきまして、申請地は、１０ヘクタール以上の一団の

農地の区域内にある第１種農地に該当すると考えられます。第１種農地は、原則許可

できませんが、農地法施行規則第３３条第４号により、この道路は日常生活上必要な

施設で集落に接続して設置されることから、立地基準を満たしているものと判断いた

しました。また、一般基準につきましても添付書類等を勘案した結果、許可要件を満

たしているものと判断いたしました。 

なお、本案件は、作年７月開催の総会において農振除外案件として同意をいただい

た案件でございます。 
 

事務局からの説明が終わりました。これより現地調査されました委員から補足説明をお願

いいたします。   

 

案件１番についてお願いします。  

 

１１番、長澤です。 

先月９月２６日に推進委員、事務局職員と一緒に現地調査に行ってきました。自分の土地 

の道路拡張ですので、何ら問題は無いと思います。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

現地調査大変ありがとうございました。 

  それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 
質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

次に、議案第３号の農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 

令和５年１０月６日 提出 

                    大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１３ページ１番をご覧ください。位置図及び平面図は、資料の３、４ページになり

ます。 

農地の所在は、大曲○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル、１筆

です。 

売買による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
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申請理由につきまして、譲受人は水道や冷暖房などの設備工事業を営んでおります

が、事業拡大により資材置場と駐車場が新たに必要となったことから事務所近くの当

該農地に整備を計画したものになります。 

売買価格は総額○○○円で、1 平方メートル当たりに割り返しますと○○○円にな

ります。 

許可基準における立地基準につきまして、申請地は、概ね１０ヘクタール以上の規

模の一団の農地にあることから、第１種農地に分類されます。第１種農地は原則許可

できませんが、農地法施行規則第３３条第４号により、この資材置場兼駐車場は、業

務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであることから許可要件を満たし

ているものと判断しました。また、一般基準につきましても添付書類等を勘案した結

果、許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

なお、本案件は、今年７月開催の総会において農振除外案件として同意をいただい

た案件でございます。 

 

続いて、１３ページ２番をご覧ください。位置図及び平面図は、資料の５、６ペー

ジになります。 

農地の所在は、戸蒔○○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル、外、 

田１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

売買による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○、○○○○さん。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○、 

○○○○さんです。 

申請理由につきまして、譲受会社は建設コンサルタント業を営んでおりますが、事

業拡大により社屋の増築を予定しており、これにより既存の駐車場が手狭になること

から駐車場と資材置場の整備を計画したものです。なお、駐車場については、従業員

用として４０台、大型車両用として４台分を見込んでいます。 

売買価格は総額○○○○円で、1平方メートル当たりに割り返しますと○○○○○円

になります。 

許可基準における立地基準につきまして、申請地は、概ね１０ヘクタール以上の規

模の一団の農地にあることから第１種農地に分類されます。 

第１種農地は原則許可できませんが、農地法施行規則第３３条第４号により、この

駐車場兼資材置場は、業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであること

から許可要件を満たしているものと判断しました。また、一般基準につきましても添

付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

なお、本案件は、今年７月開催の総会において農振除外案件として同意をいただい

た案件でございます。 

 

１３ページ３番をご覧ください。位置図、配置図につきましては、資料７、８ペー

ジになります。 

農地の所在は、神宮寺○○○○○○○○○、地目が畑、○○○平方メートル、１筆 

です。 

所有権移転の案件です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

申請理由につきまして、車庫の建築と自宅への進入路が狭いことから拡張を計画し

たものになります。 

売買価格につきましては、総額○○○円、1平方メートル当たりに割り返しますと、 

○○○○○円になります。 

許可基準における立地基準につきましては、申請地は、宅地化が進んでいる神宮寺

駅、神岡支所の近隣にあり、概ね３００メートル以内に位置しています。この様なこ
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とから第３種農地に分類され、農地法運用通知第２号の規定により許可することがで

きることから、問題の無い案件であると考えられます。また、一般基準につきまして

も添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

 

事務局からの説明が終わりました。これより現地調査されました委員から補足説明をお願

いいたします。   

 

案件１番、２番についてお願いします。 

 

１７番、渡です。 

まず案件 1番についてですが、資料の位置図を見ても分かりますとおり、申請地は

集落に接続する形で設置されますし、周辺の状況を見ても何ら問題は無いと思われま

す。 

続いて案件２番についてですが、この案件についても申請地は集落に接続される形

で設置されますし、周辺の状況を見ましても何ら問題は無いと判断しました。 

案件１番と案件２番は、いずれも今年７月開催の総会において農振除外案件として

同意をいただいておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

案件３番についてお願いします。 

 

１９番、竹原です。 

９月２７日に現地確認して参りました。申請理由は、車庫の建築と自宅への進入路

を拡張するということですが、申請地は、畑一筆となっていたため畑の全面積が申請

対象地となっておりました。その他につきましては、事務局の説明のとおりでござい

まして、何ら問題無いと思われます。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

現地調査大変ありがとうございました。 

  それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 
質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

次に、議案第４号の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の撤回に

ついてを議題とします。 

 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の撤回について 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第

５条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下

記農用地利用集積計画の撤回について意見を求める 

 
           令和５年１０月６日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 
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議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１４ページ、１番をご覧ください。 
農用地利用集積計画を撤回する農地は、協和小種○○○○○○○、地目は田、外、

田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 
農用地利用集積計画の撤回です。 
撤回する農地の貸手は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８９歳外１

名。 
受手は、秋田市山王４丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社です。 
理由といたしまして、協和地域の高野三郡野地区では、農地中間管理機構関連農地

整備事業の令和６年度採択に向け、設定期間１５年以上の農地中間管理機構による契

約を締結する必要があります。平成２９年９月の改正土地改良法施行以前に契約され

たものと、それ以後に契約されたもので、契約期間の延長方法が異なります。平成  
２９年９月以前に契約されたものについては、撤回案件として総会議決後に、新たに

設定期間が１５年以上の中間契約することが採択要件となります。本案件につきまし

ては、平成２９年２月に契約されていることから、既存の中間管理契約について、農

用地利用集積計画を撤回の手続きをするものです。 
 

議案第４号の農地につきましては、撤回について議決をいただきました後に改めて

議案第５号において新規の一括方式として他の案件と併せて上程させていただきま

すのでご了承ください。 

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり撤回することに決定しました。 

 

 

次に、議案第５号の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついてを議題とします。 

 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第

５条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下

記農用地利用集積計画の決定について意見を求める 

 

             令和５年１０月６日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

議案第５号案件１番を議題とします。 

 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り、○○委員の退席を求めます。 

（○○委員退席） 
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議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１５ページの１番を説明いたします。 
所有権を移転する農地は、大仙市高関上郷○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○

平方メートルです。 
所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、 

○○○○さんです。 
所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
売買価格は１０アール当たり約○○○○○○○○円、総額○○円です。 
申請理由として、当該農地は現在、○○さんが受委託で管理しておりますが、○○

さんはこの１筆しか農地がなく、以前から農地を手放したいと考えておりました。そ

こで、○○さんに相談したところ話がまとまり、売買にいたったものです。 
ただいま説明いたしました１番につきましては、改正前の農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項各号の要件を満たしているものと考えられます。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 
 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員入場） 

 

 

次に、議案第５号案件２番から１１４番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

２１、２２ページの１３、１４番について、関連がありますので一括で説明させて

いただきます。 

  利用権を設定する農地は、南外○○○○○○○○○○○、地目は田、面積が○○○

平方メートル、外、田５筆、計６筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

１３番は、利用権の新規設定、１４番は更新の案件です。 
  利用権の設定をする方は、いずれも○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、 

８４歳です。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５８歳外 1

名です。 
  設定期間は５年、賃借料は１０アール当たり○○○○○円です。 

申請理由といたしまして、新規設定となる１３番につきましては、前の借受人から、

高齢により期間満了をもって耕作を辞退したいとの申し出があり、その借受人の知人

である○○さんに新たに耕作を引き継いでもらうものです。何れの案件も賃借料が低

く設定されておりますが、○○さんの居住地が遠方にあり、自分では耕作できないこ

とから、今後も適切に管理してくれるのであれば低い価格で構わないとの所有者から

の申し出があったことから、この価格となっております。 
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参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ページ３１番から５６ページ７０番について、関連がありますので一括で説明

いたします。１０９ぺージには、借受法人の概要を記載しておりますのでご覧願いま

す。 
利用権を設定する農地は、大仙市協和小種○○○○○○、地目は田、面積○○平方

メートル、外、田２２２筆、面積○○○○ヘクタールです。これについては、大仙市

分になります。参考といたしまして、秋田市分を含めた筆数は、４５５筆、面積は、

約○○○○ヘクタールになります。 
農地中間管理機構を活用し新規の利用権設定をするものです。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、外４０名で

す。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、○

○○○○、○○○○、○○○○○さんです。 
借受法人については、圃場整備事業に伴い、昨年６月に設立された法人です。 
設定期間は２０年間、使用貸借となっています。 
申請理由といたしまして、令和６年度採択予定の高野三郡野地区農地中間管理機構

関連農地整備事業に伴う、契約手続きになります。なお、賃借料については、採択と

なる来年度から５年間は、ほ場整備の面工事や揚水機の設置工事が行われるなど、営

農状況が毎年変更になることから、現状では使用貸借としていますが、今後の法人の

営農状況と収入状況を勘案し、変更する予定であると伺っています。 
 

５７ページ７１番から１０８ページ１１４番は関連がありますので、一括でご説明

させていただきます。１０９ぺージには、借受法人の概要を記載しておりますのでご

覧願います。 
利用権を設定する農地は、戸地谷○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方 

メートル、外、田５２６筆、計５２７筆、合計面積○○○○ヘクタールです。 
農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、６４歳、外 
４３名です。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、 

○○○○、○○○○さんです。 

設定期間は２０年、１０アール当たりの賃借料は○○○○○○○円となっておりま

す。 
申請理由といたしまして、令和６年度採択予定の戸地谷北部地区の圃場整備事業に

伴う、農地中間管理機構を通した機構関連事業の契約になります。なお、受け手○○

○○○○○○○○○○につきましては、今年の４月に、圃場整備に伴う集積のため設

立したものです。 
 

その他の案件についてご説明させていただきます。 

議案第５号につきましては、ただいま説明いたしました８６件の外に、所有権移転

３件、賃貸借権設定の新規３件、更新２０件、使用貸借権設定の新規１件がございま

す。 

  今回の所有権移転における田の売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、

１０アール当たり○○○円から○○○○○○○○円と幅がございます。これは、各地

域のほ場の条件、契約者双方の意向及び実情を踏まえた妥当な契約金額と推察してお

ります。 

  次に、賃貸借権設定における田の賃借料の金額でありますが、説明案件を除き、１０

アール当たり○○○○○円から○○○○○○○円と若干の幅がございます。これにつ

いても、ほ場等の条件や契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しておりま

す。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

小松広報専門

委員長 

 

 

  いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

るものと考えておりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

次に、報告第１号の農地法第六条第一項の規定(農地所有適格法人)による報告につ

いてを議題とします。 

 

報告第１号、農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 

  下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これを報

告する 

 

令和５年１０月６日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  

 

事務局より報告願います。 

 

１１０ページの一覧表ご覧ください。 

  神岡地域の株式会社RICEBALLと中仙地域の株式会社かけるから報告がありました。 

詳細につきましては、１１１ページか１１６ページをご覧ください。 

何れの法人も農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

以上報告といたします。 

 

 

次に、報告第２号の大仙市農業委員会だより第２５号についてを議題とします。 

 

報告第２号、大仙市農業委員会だより第２５号について 

  大仙市農業委員会だより第２５号が完成したので、大仙市農業委員会専門委員会設

置規程第７条に基づいて報告する 

 

令和５年１０月６日 提出                 

大仙市農業委員会 広報専門委員会委員長 小松 伸一  

 

小松広報専門委員長より報告願います。 

 

広報専門委員会より、農業委員会だより第２５号の発行についてご報告申し上げま

す。 

去る８月２２日と９月１１日に広報専門委員会を開催いたしまして、掲載内容につ

いて協議いたしました。委員の皆様方から意見や要望等を頂戴し、慎重に協議を重ね
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た結果、お手元に配付しました農業委員会だよりの形となりましたので、ご報告申し

上げます。 

なお、この農業委員会だより第２５号は、１０月１日発行の広報だいせんと一緒に 

市内全戸配布されております。また大仙市のホームページにも掲載しており、広く閲 

覧できるようにしております。 

今後も紙面の充実を図っていきたいと思いますので、農業委員、推進委員の皆様方

からの情報提供をよろしくお願い申し上げます。 

以上、ご報告とさせて頂きます 

 

以上報告といたします。 

 

 

本日の日程は全て終了いたしました。 

その他、事務局から何かございませんか。 

 

  その他 

（１） 役員会に監事を置くことについて 

（２） 令和５年度秋田県農業委員会大会の出欠報告等について 

（３） 広報に掲載されている一般の作業賃金について 

 

 

委員の方々から何かありませんか。 

 

 

  以上をもちまして、第四回大仙市農業委員会総会を閉会いたします。 

  本日は、ご苦労様でした。 

                                          (午前１０時６分 開会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


